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足 利 市 デ ジ タ ル 戦 略 推 進 本 部 の 設 置 について  

 

総務部  情報政策課（ 0284-20-2115）  

総務部  行政管理課（ 0284-20-2276）  

 

１  趣旨  

国 は 、令 和 ３（ 2021）年 ９ 月 １ 日 に デ ジ タ ル 庁 を 設 置 す る な ど 、

行 政 の デ ジ タ ル 化 を 強 力 に 進 め て お り 、「 デ ジ タ ル・ガ バ メ ン ト

の 実 現 」に 向 け 、国 と 地 方 自 治 体 が 足 並 み を 揃 え 、取 り 組 ん で い

け る よ う 、地 方 自 治 体 へ の 支 援 策 や 取 組 事 項 を ま と め た「 自 治 体

Ｄ Ｘ 推 進 計 画 」 を 策 定 し 、 そ の 取 組 を 支 援 し て い ま す 。  

本 市 に お い て も 、自 治 体 Ｄ Ｘ 推 進 計 画 の 取 組 事 項 等 の 着 実 な 実

施 及 び 本 市 行 政 の デ ジ タ ル 化 を 戦 略 的 に 推 進 す る た め の 全 庁 的 ・

横 断 的 な 組 織 体 制 と し て 、市 長 を 本 部 長 と す る「 足 利 市 デ ジ タ ル

戦 略 推 進 本 部 」を 設 置 す る こ と と し ま し た の で 、報告するものです。 

 

２  自 治 体 Ｄ Ｘ 推 進 計 画 の 主 な 取 組 事 項  

(1) 情 報 シ ス テ ム の 標 準 化 ・ 共 通 化  

(2) マ イ ナ ン バ ー カ ー ド の 普 及 促 進  

(3) 行 政 手 続 の オ ン ラ イ ン 化  

(4) ＡＩ（人工知能）・ＲＰＡ（ロボットによる業務自動化）の利用推進 

(5) テ レ ワ ー ク の 推 進  

(6) セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 徹 底  

(7) 地 域 社 会 の デ ジ タ ル 化 ・ デ ジ タ ル デ バ イ ド 対 策  

 ※ 下 線 部 が 自 治 体 Ｄ Ｘ 推 進 計 画 の 重 点 取 組 事 項  

 

３  足利市デジタル戦略推進本部  組織体系図  別紙１のとおり  

 

４  自治体ＤＸ推進計画  別紙２のとおり  
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別紙１  

足利市デジタル戦略推進本部  組織体系図 
 

 

 

 

 

 

 

※CIO：最高情報統括責任者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

足利市デジタル戦略推進委員会（足利市デジタル戦略推進本部事務局） 

 

委員長・副委員長  
（総務部長・総合政策部長）  

委員  

（総合 政策課 長、秘書 広報 課長、財政 課長 、行 政管

理課長 、人 事課 長、情報政 策課長 、教 育総 務課長 ） 事務局（情報政策課・行政管理課） 

足利市デジタル戦略推進本部  

教育長（副本部長）  

市  長（本部長）  

 

 

 

 

 

 

 

 

       など  

情報システムの標準化・共通化 マイナンバーカードの普及促進 

各専門部会（業務担当課）  

）  

 

庁議メンバー（本部員）  

行政手続のオンライン化  

キャッシュレス  

AI・RPA の利用推進  

テレワークの推進  

セキュリティ対策の徹底  

CIO 補佐官（情報政策課長及び外部人材（適宜））  

副市長（副本部長兼 CIO※）  

 全体進捗報告  指揮・監督  

進捗報告・課題共有  
 

進捗管理・全体調整等  

地域社会のデジタル化  

デジタルデバイド対策  
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DX 推進計画等における取組方針や目標時期等 
 ＜重点取組事項＞ 

取組事項 取組方針 概要 

①自治体情報システ

ムの標準化・共通

化 

目標時期を令和７年度とし、ガバメントクラウドの活用に向けた

検討を踏まえ、基幹系 17 業務システムについて国の策定する標

準仕様に準拠したシステムへ移行 

②マイナンバーカー

ドの普及促進 

令和４年度末までにほとんどの住民がマイナンバーカードを保

有していることを目指し、交付円滑化計画に基づき、申請を促進

するとともに交付体制を充実 

③自治体の行政手続

のオンライン化 

令和４年度末を目指して、主に住民がマイナンバーカードを用い

て申請を行うことが想定される手続（31手続）について、原則マ

イナポータルからマイナンバーカードを用いてオンライン手続

を可能とする 

④自治体の AI・RPAの

利用推進 

①、③による業務見直し等を契機に、AI・RPA導入ガイドブック

を参考に、AIや RPAの導入・活用を推進 

⑤テレワークの推進 テレワーク導入事例やセキュリティポリシーガイドライン等を

参考に、テレワークの導入・活用を推進。①、③による業務見直

し等に合わせ、対象業務を拡大 

⑥セキュリティ対策

の徹底 

改定セキュリティポリシーガイドラインを踏まえ、適切にセキュ

リティポリシーの見直しを行い、セキュリティ対策を徹底 
 

＜自治体 DXの取組とあわせて取り組むべき事項＞ 

取組事項 取組方針 概要 

①地域社会のデジタ

ル化 

デジタル化によるメリットを享受できる地域社会のデジタル化

を集中的に推進 

②デジタルデバイド

対策 

「デジタル活用支援員」の周知・連携、NPOや地域おこし協力隊

等地域の幅広い関係者と連携した地域住民に対するきめ細かな

デジタル活用支援 
 

＜その他（※デジタル・ガバメント実行計画記載の事項）＞ 

取組事項 取組方針 概要 

①BPR の取組みの徹

底（書面・押印・対

面の見直し） 

国の法令等に基づいて実施する手続について各府省から発出さ

れるガイドライン等の内容を踏まえ適切に対応するとともに、自

治体が独自に実施する手続について内閣府規制改革推進会議が

示した具体的基準等を参考として、国の取組に準じた対応を実施

するなど、見直しに積極的に取り組む 

②オープンデータの

推進 

官民データ活用推進基本法では、地方公共団体は、国と同様に、

保有するデータを国民が容易に利用できるよう必要な措置を講

ずることとされている 

③官民データ活用推

進計画策定の推進 

官民データ活用推進基本法において、都道府県には官民データ活

用の推進に関する施策の基本的な計画についての策定義務が、市

町村（特別区含む）には同計画の策定の努力義務が定められてい

る 

 ※各取組事項の取組方針の詳細は、DX推進計画を参照すること。 
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工程表のイメージ 
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        標準化・共通化の取組における組織体制全体イメージ図 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

情報システム標準化推進本部 
（情報化推進本部等） 

CIO等、各業務所管部部長・課長 等 

推進本部事務局 / PMO(Project Management Office) 

DX推進担当部署 or情報政策担当 
※上記に加えて PMO に外部人材を活用することもあり得る 

 

各情報システム標準化対象業務等担当者 

標準化対象業務等担当者、標準化対象と併せて更改を検討するシステム等の業務等担当者、
行政改革担当部署担当者、法令担当部署担当者、財政部署担当者 等 
 

進捗報告・課題共有 進捗管理・全体調整等 

全体進捗報告等 指揮・監督 

※1 住民記録については、令和３年夏に標準仕様書の改定を予定している。 
※2 戸籍、戸籍の附票及び印鑑登録事務については、「デジタル社会の実現に向けた重点

計画」において、標準化対象事務に加えることを検討することとされた。 
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別紙４ 地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続 

 

a)処理件数が多く、オンライン化の推進による住民等の利便性の向上や業務の

効率化効果が高いと考えられる手続 

１） 図書館の図書貸出予約等 
２） 文化・スポーツ施設等の利用予約 

３） 研修・講習・各種イベント等の申込 

４） 地方税申告手続（eLTAX） 

５） 自動車税環境性能割の申告納付 

６） 自動車税の賦課徴収に関する事項の申告又は報告 

７） 自動車税住所変更届 

８） 水道使用開始届等 

９） 港湾関係手続 

１０） 道路占用許可申請等 

１１） 道路使用許可の申請 

１２） 自動車の保管場所証明の申請 

１３） 駐車の許可の申請 

１４） 建築確認 

１５） 粗大ごみ収集の申込 

１６） 産業廃棄物の処理、運搬の実績報告 

１７） 犬の登録申請、死亡届 

１８） 感染症調査報告 

１９） 職員採用試験申込 

２０） 就業構造基本調査 

２１） 入札参加資格審査申請等 

２２） 入札 

２３） 衆議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求 

２４）消防法令における申請・届出等 

 

 

b)住民のライフイベントに際し、多数存在する手続をワンストップで行うため

に必要と考えられる手続  

ア.子育て関係 

１） 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 

２） 児童手当等の額の改定の請求及び届出 

３） 氏名変更／住所変更等の届出 
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４） 受給事由消滅の届出 

５） 未支払の児童手当等の請求 

６） 児童手当等に係る寄附の申出 

７） 児童手当に係る寄附変更等の申出 

８） 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出 

９） 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出 

１０） 児童手当等の現況届 

１１） 支給認定の申請 

１２） 保育施設等の利用申込 

１３） 保育施設等の現況届 

１４） 児童扶養手当の現況届の事前送信 

１５） 妊娠の届出 

イ.介護関係 

１） 要介護・要支援認定の申請 

２） 要介護・要支援更新認定の申請 

３） 要介護・要支援状態区分変更認定の申請 

４） 居宅（介護予防）サービス計画作成（変更）依頼の届出 

５） 介護保険負担割合証の再交付申請 

６） 被保険者証の再交付申請 

７） 高額介護（予防）サービス費の支給申請 

８） 介護保険負担限度額認定申請 

９） 居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給申請 

１０） 居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請 

１１） 住所移転後の要介護・要支援認定申請 

ウ.被災者支援関係 

１） 罹
り

災証明書の発行申請 

２） 応急仮設住宅の入居申請 

３） 応急修理の実施申請 

４） 障害物除去の実施申請 

５） 災害弔慰金の支給申請 

６） 災害障害見舞金の支給申請 

７） 災害援護資金の貸付申請 

８） 被災者生活再建支援金の支給申請 
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児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請

求

児童手当等の額の改定の請求及び届出

氏名変更／住所変更等の届出

受給事由消滅の届出

未支払の児童手当等の請求

児童手当等に係る寄附の申出

児童手当に係る寄附変更等の申出

受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出

受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の

申出

児童手当等の現況届

支給認定の申請

子育て関係（15手続）※市区町村対象手続

被保険者証の再交付申請

要介護・要支援認定の申請

要介護・要支援更新認定の申請

要介護・要支援状態区分変更認定の申請

居住(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出

介護保険負担割合証の再交付申請

保育施設等の利用申込

保育施設等の現況届

児童扶養手当の現況届の事前送信

妊娠の届出

介護関係（11手続）※市区町村対象手続

高額介護(予防)サービス費の支給申請

介護保険負担限度額認定申請

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

住所移転後の要介護・要支援認定申請

自動車税環境性能割の申告納付

自動車税の賦課徴収に関する事項の申告又は報告

自動車税住所変更届

自動車の保管場所証明の申請

自動車保有関係（4手続）※都道府県対象手続

罹災証明書の発行申請

被災者支援関係（1手続）※市区町村対象手続

○ デジタル・ガバメント実行計画（令和２年12 月25 日）別紙４「地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続」のうち、住民がマイナンバーカー
ドを用いて申請を行うことが想定される手続から選定。
※子育て（15手続）、介護（11手続）、被災者支援（罹災証明書）及び自動車保有（4手続） 計 31手続

「特に国民の利便性向上に資する手続」（対象手続）の考え方
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